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 重 要 事 項 説 明 書 （共同生活援助用）           2024年 5月 1日現在 

 

 この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対し
て、社会福祉法第 76条及び「明石市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福
祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 30 年 4月 1日）
の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知って
おいていただきたいことを事業者が説明するものです。 

 

１ 指定共同生活援助サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 有限会社ワイズケア  

代 表 者 氏 名 取締役 宗元 裕介 

本 社 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

兵庫県神戸市垂水区北舞子 4-10-25 

電話 078-385-5608 ﾌｧｯｸｽ 078-385-7212 

法人設立年月日 2005年 1月 24日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業の所在地等 

事 業 所 名 称 リエンド明石 EAST・WEST 

主たる対象者 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者 

事 業 所 番 号 明石市 2822000218号（2021年 11月 1日指定） 

管 理 者 日浦 純子 

事業所所在地及

び住居所在地 
兵庫県明石市魚住町清水 2155 

連 絡 先 

相談担当者名 

電話 078-995-8746 ﾌｧｸｽ 078-995-8747 

管理者 日浦 純子 

利 用 定 員 
リエンド明石 EAST 1階 5名  リエンド明石 EAST 2階 5名 
リエンド明石 WEST 1階 5名  リエンド明石 WEST 2階 5名 

 

 (2) 事業の目的および運営方針 

事 業 の 目 的 

指定共同生活援助の適正な運営管理を図るとともに、利用者の意思

及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指定共同生

活援助の提供を確保することを目的とする。 

運 営 方 針 

1.利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれてい

る環境に応じて、共同生活援助を行う住居において入浴、排せつ及び

食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に

行うものとする。 

2.事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所

在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援

事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サ

ービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める

ものとする。 

3.法及び指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める内容のほか関係法令等を遵守するものとする。 
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(3) 事業所の職員体制 

 

職   務   内   容 人員数 

管
理
者 

職員の管理、指定共同生活援助の利用の申し込みに係る調整、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等におい

て規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対

し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 

 

常勤 

1名 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者 

(1) 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び

日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課

題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立

した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支

援内容を検討します。 

(2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供

する指定共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉

サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的

な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定共同生

活援助の目標及びその達成時期、指定共同生活援助を提供する上で

の留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成します。 

(3)  共同生活援助計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書

により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載

した書面を利用者に交付します。 

(4)  共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行うととも

に、少なくとも 6月に 1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、

必要に応じて共同生活援助計画を変更します。 

(5) 利用申込者の利用に際し、障がい福祉サービス事業者等に対す

る照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指

定障がい福祉サービス等の利用状況等を把握します。 

(6) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自

立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するととも

に、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対

し、必要な支援を行います。 

(7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 

 

常 勤 

1名 

 

非常勤 

0名 

世
話
人 

食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、生活支援員

と協同して、適切に援助します。 

常 勤 

0名 

非常勤 

 16名以上 

生
活
支
援
員 

食事の提供、生活上の相談及び入浴等の介護等について、世 

話人と協同して、適切に援助します。 

常 勤 

0名 

非常勤 

16名以上 
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３ 共同生活住居の構造・設備について 

(1) 構造 

構  造 木造二階建て 

敷 地 面 積 119.46㎡ 

延 床 面 積 178.86㎡ 

 

(2) 設備 

 リエンド明石 EAST 1階、WEST 1階、 

設 備 の 種 類 部 屋 数 備         考 

居  室 5室 全室個室、各部屋 8.28㎡（約 5帖）エアコン 

居 間 ・ 食 堂 1室 
123.18㎡、約 14帖、エアコン、冷蔵庫、食器棚、 

掃除機、電子レンジ、トースター、食器乾燥機 

洗 面 所 2室  

便  所 2室 1.65㎡ 

風 呂 場 1室 3.31㎡ 

洗 濯 室 1室 2.89㎡、洗濯機 2台、乾燥機 1台 

脱 衣 室 1室  

収 納 室 1室 事務室兼務、4.96㎡（約 3帖） 

そ の 他  下駄箱、スプリンクラー、自動火災報知機 

  

リエンド明石 EAST 2階、WEST 2階 

設 備 の 種 類 部 屋 数 備         考 

居  室 5室 全室個室、各部屋 8.28㎡（約 5帖）エアコン 

居 間 ・ 食 堂 1室 
123.18㎡、約 14帖、エアコン、冷蔵庫、食器棚、

掃除機、電子レンジ、トースター、食器乾燥機 

洗 面 所 2室  

便  所 2室 1.65㎡ 

風 呂 場 1室 3.31㎡ 

洗 濯 室 1室 2.89㎡、洗濯機 2台、乾燥機 1台 

脱 衣 室 1室  

収 納 室 1室 事務室兼務、4.96㎡（約 3帖） 

そ の 他  
下駄箱、スプリンクラー、自動火災報知機、非常出

口 
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４ 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

(1)  提供するサービスの内容 

サ ー ビ ス の 種 類 サ ー ビ ス の 内 容 

共 同 生 活 援 助 
計 画 の 作 成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向
上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した共同生活援助計画
を作成します。 

利 用 者 に 対 す る 
相 談 支 援 

利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、
適切な相談、助言、援助等を行います。 

食 事 の 提 供 
原則として、事業者が業務委託をしている食事提供会社が栄養と各人の
嗜好を考えて献立を作成・調理し、世話人が提供します。 

健 康 管 理 
金 銭 管 理 の 援 助 

・協力医療機関より訪問診察日を設けるとともに、世話人等により観察、
疾病予防、健康管理を行います。また、利用者が外部の医療機関に通院
する場合には、その付き添い等について配慮します。 
・生活費の管理方法や使途方法等について必要に応じて相談支援を行い
ます。 

余 暇 活 動 の 支 援 
地域商店への単独買い物等を支援し、自主性を育てるとともに、余暇活
動として地域行事の情報を提供し、参加を促進します。 

緊 急 時 の 対 応 
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、

利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

日中活動の場等との
連 絡 ・ 調 整 

日中、自立訓練事業やデイサービス等他のサービスを利用する場合、ま
た職場に通勤する場合等に、必要に応じてサービス提供事業者や職場等
と連絡･調整を行います。 

財産管理等の日常 
生活に必要な援助 

食事、排泄、入浴、着替え、整容等について日常生活に必要な援助を行
うとともに、財産管理に支援が必要な利用者について、成年後見制度の
利用を促進するなど必要な援助を行います。 

夜間における支援 
夜間において支援を行うものを配置し、就寝準備の確認、寝返りや排泄
等の支援を行うとともに、緊急時の対応を行います。 

体 験 利 用 に 
お け る 支 援 

契約を希望されている方に、生活上の不安の解消等を目的として、正式
な契約締結前に「体験利用」として支援を行います。 

 

(2) サービス料金 

共同生活援助サービス費（大規模住宅等減算 95/100） 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１以下 

サービス費Ⅰ 57単位 433単位 353単位 282単位 179単位 162単位 

利用者負担額（1割負担） 597円 453円 369円 295円 187円 169円 

 

共同生活援助サービス費体験利用（大規模住宅等減算 95/100） 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１以下 

体験利用 681単位 541単位 457単位 390単位 276単位 259単位 

利用者負担額（1割負担） 713円 566円 478円 408円 289円 271円 

 
※大規模住宅等減算（入居定員 8名以上）・明石市の地域区分単価：10.48円で計算しています。 
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【減算項目】 
① 事業所の規模・体制により、下表のとおり減算されます。 

減 算 項 目 減  算  率 

大規模住宅等減算 

入居定員が 8人以上の場合 
95／100 

大規模住宅等減算 

入居定員が 21人以上の場合 
93／100 

 
【加算項目】 
① 事業所の体制により、下表のとおり料金が加算されます。 

加 算 項 目 利 用 料 
利用者負担額 
（1 割負担） 

内     容 

夜 間 支 援 等 
体 制 加 算 

区分 456 ： 2,819円 
区分 3   ： 2,348円 
区分 21  ： 1,876円 

281円 
234円 
187円 

夜間の連絡・支援体制が確保されていた
場合、利用１日につき加算されます。 

福祉専門職員
配置等加算 

加算Ⅰ : 105円 
加算Ⅱ :  73円 
加算Ⅲ :  42円 

10円 
 7円 
 4円 

加算(Ⅰ)(Ⅱ)の場合 
生活支援員のうち、有資格者が一定割合
以上の場合、利用 1日につき加算されま
す。 
加算(Ⅲ)の場合 
生活支援員のうち、勤務形態が常勤のも
のが 75%又は勤続年数が３年以上のもの
が 30%を超える場合、利用 1 日につき加
算されます。 

医 療 連 携 
体 制 加 算 

409円 40円 

医療機関との連携により、看護職員が事
業所等を訪問して利用者に対して看護
を行った場合や介護職員等にたんの吸
引等に係る指導を行った場合、利用 1日
につき加算されます。 

人 員 配 置 
体 制 加 算 

（Ⅰ）区分 4以上 
869円 

   区分 3以下 
806円 

（Ⅱ）区分 4以上 
345円 

   区分 3以下 
324円 

86円 
 

80円 
 

34円 
 

32円 

話人または生活支援員を、基準上必要な
人数に加え、利用者数に対して一定以上
配置すると加算されます。 

 
 
② 福祉・介護職員等処遇改善加算 

加 算 項 目 加算率 内     容 

処遇改善加算 
処遇改善加算Ⅰ   86／1,000 
処遇改善加算Ⅱ   63／1,000 

基本報酬及び各加算の合計単位数に加
算されます。  ※2024年 5月まで 

特定 
処遇改善加算 

特定処遇改善加算Ⅰ 19／1,000 
特定処遇改善加算Ⅱ 16／1,000 

基本報酬及び各加算の合計単位数に加
算されます。  ※2024年 5月まで 

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等 
支援加算 

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 26／1,000 
基本報酬及び各加算の合計単位数に加
算されます。  ※2024年 5月まで 

処遇改善加算 処遇改善加算Ⅱ   14.4/1,000 
基本報酬及び各加算の合計単位数に加
算されます。  ※2024年 6月より 
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③ 事業所対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。 

加 算 項 目 利 用 料 
利用者負担額 
（1 割負担） 

内     容 

日中支援加算 

対象利用者１人の場合 
区分 456  ：5,648円 
区分 3 以下：2,829円 
対象利用者 2人以上 
区分 456 ：2,829円 
区分 3 以下：1,414円 

 
564円 
282円 

 
282円 
141円 

日中活動サービスの支給決定を受けている
利用者又は就労している利用者等が、心身の
状況等により当該サービス等を利用できな
い場合、昼間に必要な支援を行ったとき、利
用１日につき加算されます。 

入院時支援 
特別加算 

入院期間 7日以上 

11,759円 

 

入院期間 3日以上 

7日未満 

 5,879円 

 
1,175円 

 
 
 
 

587円 

病院又は診療所を訪問し、入院期間中の
被服等の準備や利用者の相談支援など、
日常生活上の支援を行うとともに、退院
後の円滑な生活移行が可能となるよう、
病院又は診療所との連絡調整を行った
場合、1月に 1回加算されます。 

帰宅時 
支援加算 

外泊期間 7日以上 

3,920円 

 

外泊期間 3日以上 

7日未満 

1,960円 

 
392円 

 
 
 
 

196円 

利用者が外泊した際、家族等との連絡調
整や交通手段の確保等の支援を行った
場合、1月に 1回加算されます。 

長期入院時 
支援 

特別加算 
1,279円 127円 

長期にわたる入院の際、病院又は診療所
を訪問し、入院期間中の被服等の準備や
利用者の相談支援など、日常生活上の支
援を行うとともに、退院後の円滑な生活
移行が可能となるよう、病院又は診療所
との連絡調整を行った場合、入院 1 日に
つき加算されます。 

長期帰宅時 
支援加算 

419円 41円 

長期にわたる外泊の際、利用者が外泊し
た際、家族等との連絡調整や交通手段の
確保等の支援を行った場合、外泊 1 日に
つき加算されます。 

自立生活 
支援加算 

Ⅰ    10,480円 
Ⅱ     5,240円 
Ⅲ  419～838円 

 1,048円 
  524円 
41～83円 

関係機関と共同して、居宅における生活
上必要な説明及び指導を行った上で、関
係者による協議の場に対し指導の内容
並びに住宅の確保及び居住の支援に係
る課題を報告した場合に加算されます。 

 

＜提供するサービスの料金とその利用者負担額について＞ 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に応じた 

負担上限月額の設定）となっています。 

定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 
 

※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用した 

サービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

 
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護 
給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますの 
で、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給（利用者負担額を除く）を申請して 
ください 
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５ その他の費用について 

内     容 料      金 

家    賃（前払い）    月  額    42,500円 

光熱水費（前払い） 月  額     18,000円 

食材料費（前払い） 月  額     48,050円（31日の場合） 

日用品費（前払い） 月  額       5,000円 

その他日常生活費（後払い）   実    費 

体験利用時の費用（後払い）    

   １ 食材料費 
   ２ 家賃 
    

   ３ 光熱水費 
   ４ 日用品費 
   ５ その他の日常生活費 

  

 １ 朝食 433円、昼食 543円、夕食 574円 

 ２ 1日あたり 1,370円(家賃補助を受けられた場合は、    

  補助分を差し引き致します) 
 ３ 1日あたり 700円    
 ４ 日割計算 
 ５ 実費 

※1 ご退居の際、ハウスクリーニング等の原状回復費用と致しまして、実費を申し受けます。 

※2 光熱水費・日用品費は、月末に精算し、その翌月に返金又は追加徴収を行います。 

食材料費は月末に精算し返金を行います。 

 

６ 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について 

(1) 利用料、利用者負担額その他の費用の請求方法等 

利用料、利用者負担額について、サービスを利用した月の翌月 10日までに利用月分の請求書をお届

けします。その他の費用については前払いの内容は利用の前月 10日までに請求書をお届けし、後払

いの内容は利用の翌月 10日までに請求書をお届けします。 

(2) 利用料、利用者負担額その他の費用の支払い方法等 

請求月の 20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

①利用者指定口座からの自動振替(推奨) 

②事業者指定口座への振り込み（振込手数料は利用者負担となります。） 

 

お支払いを確認しましたら領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。また、介護給付費等

について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 

※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から３月以 

上遅延し、故意に支払いの督促から 14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払 

い分をお支払いただくことがあります。 

  

サービスの提供にあたっての留意事項 

(1) 市町村の支給決定内容等の確認 

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認

させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせ

ください。 

(2) 共同生活援助計画の作成 

確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら｢共同生活援助計画｣を作成

します。作成した「共同生活援助計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利

用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。 

(3) 共同生活援助計画の変更等 

「共同生活援助計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更する

ことができます。 
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７ 虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（平成 23年法律第 79号）」を遵守するとともに、以下の対策を講じま

す。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者 日浦 純子 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③苦情解決体制を整備しています。 

④従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

８ 身体拘束適正化について 

  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれが 

ある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、

利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うこ

とがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、

５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

① 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危 

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

② 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ 

ことを防止することができない場合に限ります。 

③ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった 

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族

に関する秘密の保持

について 

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法
律」及び、厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取
り扱いに努めるものとします。 
②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サー
ビス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理
由なく、第三者に漏らしません。 
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後
においても継続します。 
④事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保
持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後において
も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としま
す。 

個人情報の保護 

について 

①事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ
ス担当者会議等で使用する等他の障がい福祉サービス事業者等に、利
用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報につい
ても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者
の家族の個人情報を提供しません。 
②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物
（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者
の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する
ものとします。 
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容
を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求
められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲
内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な
場合は利用者の負担となります。) 
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１０ 緊急時の対応方法について 

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師 

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

  

１１ 協力医療機関について（歯科診療を含む） 

協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診療・

入院治療を保証するものではございません。 

医 療 機 関 名 称 医療法人社団澪標会 しおかぜメモリークリニック 

医 院 長 名 南 辰也 

所 在 地 神戸市中央区多門通２丁目１番９号 

電 話 番 号 078-335-7370 

診 療 科 
内科、心療内科、緩和ケア内科 

腫瘍精神科 
入 院 設 備 なし 

 

１２ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行います。なお、事業者は、以下の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名   東京海上日動火災保険株式会社 

保険名     超ビジネス保険（事業活動包括保険） 

 

１３ 非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応 別に定める消防計画により対応いたします。 

平 時 の 訓 練 別に定める消防計画に則り、総合・通報訓練を年２回実施します。 

防 災 設 備 

・自動火災報知機  有  ・誘導灯      有 

・ガス漏れ報知器  有  ・非常通報装置      有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  有 

・消火器           有 

・カーテン等は防炎機能のある物を使用しています。 

・震災に備えての備蓄（食糧・飲料水３日分） 

 

消 防 計 画 
消防署への届出日 : 2023年 12月 1日 

防火管理者    : 中島 勇人 

保 険 加 入 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

  保険会社名   東京海上日動火災保険株式会社 

  保険名     超ビジネス保険（事業活動包括保険） 
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１４ 苦情解決の体制及び手順 

(1) 提供した指定共同生活援助に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための

窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

(2) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

(3) 具体的な苦情体制整備の手順としては  

  ①それぞれ(責任者・担当者・第三者委員）の人選をする。 

  ②規定を制定する。 

  ③理事会、役員会で体制についての承認を得る。 

  ④苦情受入れ体制について広報・周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 心身の状況の把握 

指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１６ 連絡調整に対する協力 

  共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが

行う連絡調整にできる限り協力します。 

 

１７ 地域連携及び他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携 

（1）地域連携推進会議を設置し、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取り組みを行いま

す。 

（2）指定共同生活援助の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サー

ビスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

 

１８ サービス提供の記録 

(1) 指定共同生活援助の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数（外部サービス利 

用型の場合）及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。 

(2) 指定共同生活援助の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受け 

ます。 

(3) これらの記録はサービス完結の日から５年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサ 

ービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 

（複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。） 

 

１９ 指定共同生活援助サービス内容の見積もりについて 

契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。 

 

【事業者の窓口】 

グループホーム リエンド明石 

管理者 日浦 純子 

所 在 地 明石市魚住町清水 2155 

電話番号 078-995-8746 ﾌｧｯｸｽ 078-995-8747 

受付時間 平日 9:00～18:00 

【市町村の窓口】 

明石市障害者虐待防止センター 

  

電話番号 078-924-9156 ﾌｧｯｸｽ 078-924-9134 

受付時間 平日 8:55～17:40 

【公的団体の窓口】 

兵庫県社会福祉協議会  

兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 

所 在 地 〒651-0062  

神戸市中央区坂口通 2丁目 1-1  

兵庫県福祉センター内 

TEL.078-242-6868 （受付時間 10：00～16：

00） 

FAX:078-271-1709 
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２０ 委員会の設置と研修について 

（1）虐待防止委員会を定期的に開催し、虐待防止措置及び身体拘束の適正化に努めます。 

（2）研修委員会を定期的に開催し、虐待防止、身体拘束適正化、感染症対策及び BCPに基づいた各種

訓練を実施し、安全の徹底とサービスの質の向上に努めます。 

 

 

 

 

２１ 事業所ご利用の際にご留意いただく事項 

感 染 症 対 策 
事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であるこ
とを、医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利
用が出来ない場合があります。 

設備・器具の利用 
事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。こ
れに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくこ
とがあります。 

貴 重 品 の 管 理 
貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管
理のできない利用者につきましては希望により世話人及び事業所
にて管理を致します。 

喫    煙 喫煙は決められた時間に決められた場所でお願いいたします。 

宗教活動・政治活
動 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活
動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業者  兵庫県神戸市垂水区北舞子 4-10-25    

 有限会社ワイズケア        

 取締役  宗元 裕介          

 

 事業所  兵庫県明石市魚住町清水 2155    

 リエンド明石 

 

 説明者     氏 名                   

  

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受けました。 

 

 

 利用者          氏 名                    

 

 

 後見人・親権者  氏 名                    

 

                    （利用者との関係                ） 

            連帯保証人   氏 名                                  

                    

                   （利用者との関係                 ） 


